
ＣＯＯＬな対応で、ＨＯＴな信頼関係をつくりましょう

これらは
ハラスメントに
該当します

介護保険サービスをご利用になる市民・介護サービス事業者の皆様へ

注意

相手に危害を加えたり、脅すつもりがなくとも、
相手が脅威・不快に感じれば、それはハラスメントに該当します。
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過去3年間に利用者及びそのご家族からハラスメントを受けたことがある人の割合Q
訪問系 通所系 入所系 全体

本人から 62.1% 57.5% 57.1% 59.0%
家族から 50.9% 45.0% 42.9% 46.2%

参考：令和2年度千葉市カスタマーハラスメントに関する実態調査

約半数の介護サービス事業者が、何らかのハラスメントを受けていると回答しています。


